
消費 トラブル処方せん

1回だけのつもりが定期購入になつてしまう?!

インターネット通販で気をつけたいこと 。P2～3

くらしサポー ト情報

上手に医療を受けるために

～医療機関との関わり方を考える～・・・・・・・・・・P4～ 5

令和6年 (2024年)9月発行

お知らせ

消費生活展ねりま2024を開催します。…・。P6

報告 消費者講座/消費者教室 P6
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C2011練馬区ね り丸

生活の中でやっておきたし

災害への備え
日々のくらしの中でどんなことを備えておけば良いのでしょう。

安否確認ができる災害用伝言ダイヤル

災害時にN〒 Tによって「災害用伝言ダ
｀
イヤル」が開設されます。

被災した人が自分の無事や今の居場所などを録音することができます。

心配をしている人がその伝言を聞くことで様子がわかります。

いざという時にやり取りができるよう171にダイヤルして無料の体験利用を試してみましょう。

様子が分かる
体験利用提供日

。毎月 1日 ,15日  00:00～ 24:00

・正月三が日 (1月 1日 00:00～ 1月 3日 24:00)

・防災とボランティア週間

(1月 15日 09:00～ 1月 21日 17:00)
状況を知らせる

詳しくは N丁丁東日本 HP
災害用伝言ダイヤル
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ねりま区消費者だより
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